
廿日市市特定不妊治療費助成事業のお知らせ

制度の概要

廿日市市では、令和５年度から、特定不妊治療（※）ならびに男性不妊治療（※）に

併せて行われる先進医療又は先進医療会議において審議中の技術に要する治療を受けられた

ご夫婦へ、広島県特定不妊治療支援事業の助成額に上乗せで費用の一部を助成します。

※特定不妊治療とは：体外受精・顕微授精

※男性不妊治療とは：特定不妊治療を行うに当たり精子を精巣または精巣上体から採取するための手術

対象者

次のいずれにも該当する者

① 治療開始時に婚姻している夫婦（事実婚を含む）

② 申請時に夫婦のいずれか一方が廿日市市に住所を有している

③ 広島県が行う、広島県特定不妊治療支援事業における費用助成の承認を受けており、他の市町

から助成を受けていないこと又は受ける予定がない者

④ 夫婦がいずれも市税を完納していること

助成額

１回の治療につき、特定不妊治療ならびに男性不妊治療別に、対象者が負担した自己負担額のう

ち、広島県の助成金額を除した自己負担額に２分の１を乗じた額で、治療毎に５万円を上限に助成

します。

（入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は除く）

申請期限 「広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知」の決定日から１ヶ月以内。

申請の方法

・廿日市市への申請の前に、広島県特定不妊治療支援事業の申請が必要となります。

・申請期限内に必要書類を市の各ネウボラ窓口へ申請してください。

【申請にかかる必要書類】

①廿日市市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)※窓口にあります

②「広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書」の写し

③「広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書」の写し

④口座振替依頼書※窓口にあります（請求者と口座名義人が異なる場合は委任状が必要です）

⑤印鑑（認印）※口座振込依頼書を自署する場合は不要

転入や住民票移動により申請日の前年度の１月1日※に廿日市市に住民票が無い場合

⑥夫婦それぞれの「市税の滞納がない証明書」（前住所地の市区町村で交付できます）

令和５年度 新規事業

http://www2.city.kaizu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r157RG00000856.html#e000000152


廿日市市の申請窓口・お問い合わせ先

廿日市市 子育て応援室 「ネウボラはつかいち」山﨑本社みんなのあいプラザ内

(（０８２９）３０－９１８８

廿日市市 佐伯支所「ネウボラさいき」 (（０８２９）７２－１１２４

廿日市市 吉和支所「ネウボラよしわ」 (（０８２９）７７－２１１３

廿日市市 大野支所「ネウボラおおの」 (（０８２９）３０－３３０９

廿日市市 宮島支所「ネウボラみやじま」 (（０８２９）４４－２００１

広島県の申請窓口・お問い合わせ先

広島県西部保健所（保健課）

廿日市市桜尾２－２－６８ (（０８２９）３２－１１８１（代表）

特定不妊治療支援事業指定医療機関一覧（広島県内） 令和４年７月現在

※男性不妊治療とは：手術により精子の採取を行う医療

※他の都道府県、指定都市、中核市が指定している医療機関で受けた場合も対象となります。厚生労働省のホームページをご覧ください

医療機関名 住 所 電話番号 体外受精 顕微授精 男性不妊治療※

絹谷産婦人科クリニック 広島市中区本通 8-23 本通ヒルズビル 4F 082-247-6399 ○ ○

広島 HART クリニック 広島市南区松原町 3-1-301 082-567-3866 ○ ○

県立広島病院 広島市南区宇品神田 1-5-54 082-254-1818 ○ ○

香月産婦人科 広島市西区己斐本町 2－14－24 082-272-5588 ○ ○

広島中央通り 香月産婦人科 広島市中区三川町７－１ 082-546-2556 ○ ○

IVF クリニックひろしま 広島市南区松原町 5-1 BIG FRONT ひろしま 4F 082-264-1131 ○ ○ ○

いぐち腎泌尿器科クリニック 広島市中区紙屋町 2-2-2 紙屋町ビル 5F 080-242-1145 ○

笠岡レディースクリニック 呉市西中央一丁目 3-10 メデイカルスクエアビル 5Ｆ 0823-23-2828 ○ ○

幸の鳥レディスクリニック 福山市春日町 1-7-14 084-940-1717 ○ ○ ○

よしだレディースクリニック内科・小児科 福山市新涯町三丁目 19－36 084-954-0341 ○ ○


